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益田市人権・同和問題基本計画 ＜令和元年度事業計画＞     

 

 １ 同和問題  

 

   具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 学校教育の取組 ○すべての学校において、人権・同和教育を基底

に据えた教育活動を推進するとともに、進路保

障の取組を推進します。 

○各種研修会によって教職員の人権意識を高める

とともに、同和問題に対する正しい理解と認識

を深め、差別をなくす実践力を培います。 

○人権・同和教育の視点から授業研修を行う。 

○市教研の人権・同和教育部会と連携し、公開授業を企画し、教職

員の研修の場とする。 

○人権・同和教育研修会を実施する。 

 ・全教職員対象 

 ・主任等対象 

学校教育課 

②  社会教育の取組 ○各公民館単位で設置している地区人権・同和教

育推進協議会において、差別のない明るく住みよ

い平和な地域の実現をめざし、人権・同和問題研

修を積極的に実施し、地域住民の人権意識の向上

に努めます。 

〇益田市地区人権・同和教育推進協議会での啓発活動を支援する。 

〇人権標語啓発塔の改修を行い、地区住民への人権意識の向上に努

める。 

人権センター 

③ 啓発・広報活動

の推進 

○人権センターを核とし、社会教育団体・石西地

域人権を考える企業等連絡協議会・NPO法人等と

連携し、各種講演会、イベント等を企画し啓発・

広報活動に努めます。 

〇人権・同和教育講演会や研修会を開催する。 

〇石西地域人権を考える企業等連絡協議会等の関係機関と連携した

啓発活動を実施する。 

〇人権・同和教育に関するパネル展示を開催する。 

人権センター 

④ 人権センター事

業の充実 

○人権センターは、地域住民のニーズを把握し、

その生活課題に応じて、各種相談事業、地域福

祉事業や人権課題の解決のための啓発事業、交

流促進事業を総合的に実施します。 

〇生活総合相談や各種専門機関等の相談会を実施する。 

〇行政機関等相談担当者ネットワーク会議を開催し、相談担当者の

資質の向上と連携の強化を図る。 

 

人権センター 

 

 

  ２ 女性  

 

  具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 人権尊重の意識

づくり 

○女性の人権を尊重し、意識を高めるための研修

会を実施します。 

○男女平等、男女相互理解についての教育を進め

ます。 

○性別による固定的な役割分担意識の見直しな

ど、男女共同参画に関する理解を深めるための

取組を行います。 

〇男女共同参画週間等でのパネル展示の開催や男女共同参画通信の

発行を行い、男女共同参画の啓発に努める。 

 

人権センター 

 

 

 

 

② 女性に対するあ

らゆる暴力根絶

の取組 

○暴力は、重大な人権侵害であり尊厳を傷つける

ことを認識し、理解を深めるために講演会や研

修会を開催します。 

○啓発パンフレットや広報等による啓発を実施す

るとともに、デートＤＶ防止等の未然防止教育

を進めます。 

○相談しやすい体制づくりに努め、相談者への適

切な支援を実施するとともに、庁内外関係機関

との連携強化を図ります。 

〇デート DV防止のための研修会を開催する。 

〇「女性に対する暴力をなくす運動」街頭啓発活動への参加やパン

フレット等の配布を行う。 

〇益田圏域の女性に対する暴力対策関係機関連絡会に参加する。 

人権センター 

 

 

 

 

 

③  働きやすい職場

づくり 

○事業者に対し、職場における男女の機会均等と

待遇の確保、育児・介護休業制度等について適

切な措置が取られるよう関係機関と連携して情

報提供を図り、就労条件の向上を促します。 

○セクハラやマタハラの防止など働きやすい職場

環境の整備を推進します。 

○仕事と家庭・自分自身のための時間との調和が

保たれ、多様な働き方が選択できるようにワー

ク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推

進します。 

○関係機関からのパンフレット等を企業や事業所に配布する。 

○企業等が構成する会の集会等において、労働基準法の改正等に係

る情報提供を行う。 

産業支援センター 

 

 

 

資料２ 
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   ３ 子ども  

 

     具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 社会みんなで子

育てのよろこび

を分かち合う取

組 

○家庭、地域、学校等それぞれが役割を果たしな

がら連携・協力し、子どもたちの発達段階に応

じた健やかな成長を支えられるよう保健、医療

及び教育体制の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

○仕事と子育ての両立ができる職場環境の確立を

めざし、企業等に対する啓発活動を推進します。 

○乳幼児健診の実施 

 発達段階に応じた健診を実施し、発達状況の確認や子育て相談を

行う。 

○発達クリニック(にじいろ相談室)の実施 

 発達支援を必要とする就学前児童に対し、専門医師等による相談

を実施し、支援方法について方向付けを行う。 

○子育て世代包括支援センター 

 妊産婦・乳幼児等の状況を継続的に把握し相談に対応するととも

に、必要な支援の調整を行い、妊娠期から子育て期にわたるまで

切れ目ない支援を提供する。 

 

○「ますだ子育て応援宣言企業」登録制度の周知を図り、子どもを

安心して産み育てられるためのまちづくりを推進する。 

子ども家庭支援課 

子ども福祉課 

 

 

② 子どもの権利条

約などの理解促

進 

○学校をはじめ、地域等で子どもの権利条約など

の内容が広く理解されるよう教育・啓発を進め

ます。 

○「子どもの権利条約」などについての授業実践を行い、理解と啓

発を深める。 

学校教育課 

 

③ 要保護児童等へ

の適切な支援 

○要保護児童対策地域協議会を中心に保健、医療、

福祉、教育などの関係機関との連携を図り、虐

待を受けている子どもをはじめとする要保護児

童や要支援家庭の早期発見と適切な支援を行い

ます。 

○虐待防止に関する幅広い啓発を行うことによっ

て、地域や関係機関が一体となり、乳幼児や児

童の虐待防止に取組む環境づくりを進めます。 

○関係機関との連携による支援 

 支援が必要な児童は、要保護児童対策地域協議会で関係機関によ

る個別支援検討会議を開催し、情報共有を行うとともに、支援方

針を決定し、役割分担をしながら連携して支援を行う。 

○リスクのある家庭への早期支援 

 子育てあんしん相談係の体制強化や専門性の充実を図りながら、

虐待やリスクを抱える家庭を早期に発見し、適切な支援に繋げる。 

○虐待防止に関する啓発 

 11月の児童虐待防止推進月間を中心に、児童虐待防止に向けた取

組を行う。 

子ども家庭支援課 

④ いじめの未然防

止・早期発見に

向けた取組 

○益田市いじめ防止基本方針を定め、学校と連携

を図り、いじめ防止、いじめ早期発見及びいじ

めへの対処に取組んでいきます。 

○益田市いじめ防止基本方針（改訂版）の周知と未然防止・早期発

見を図る。 

○アンケート調査・教育相談を推奨する。 

学校教育課 

⑤ 体罰根絶に向け

た取組 

○体罰は重大な人権侵害であることを教職員一人

一人が認識し人権意識を高めるとともに、日頃

から子どもとの信頼関係の構築に努めます。 

○「アセス」の実施・分析を行う。 

○年間を通して、定期的に学校訪問を行う。 

学校教育課 

⑥ 子どもの貧困に

対する支援 

○子どもの将来がその生まれ育った環境によって

左右されることがないよう、また、貧困が世代

を超えて連鎖することがないよう、保健、医療、

福祉、教育など子どもに関わる機関が子どもの

貧困に対する視点をもち、早期発見・早期支援

に取組ます。 

○子どもの貧困の背景には、保護者等の複合的な

課題があることも認識し、子どもへの支援と同

様に保護者等への支援に取組ます。 

○生活困窮者自立支援事業を実施する。市、社会福祉協議会、ハロ

ーワークの３者で、毎月支援調整会議を開催する。 

○ハローワークと連携し、生活保護を受給しているひとり親の就労

支援を実施する。 

福祉総務課 

⑦ 情報モラル教育

の推進 

○インターネットとの正しい関わり方を教えると

ともに、氾濫する情報の中から正しい情報を主

体的に判断し活用できる能力の育成や向上に努

めます。 

○全児童生徒に「益田市情報モラル指導事例集等」（Ｈ３０年度改訂）

を使った授業の実践。 

○保護者・教職員を対象とした、情報モラル教育講演会を開催する。 

○市内８小中学校で外部講師を活用した情報モラルの授業を行う。 

学校教育課 

 

 

   ４ 高齢者 

 

   具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 安否確認の体制

整備 

○要援護者に対し、地域住民、地区社協、自治会

等と連携・協力しながら、声かけや見守りなど

を行います。 

○それぞれの高齢者に適した安否確認の方法を地

域の方や関係機関と共に、検討していきます。 

○日常生活において不安があり、常に見守りを必要とする高齢者が

いる世帯に、緊急通報装置を貸与する。 

○緊急通報装置の利用者からの相談・通報等に対し、協力員の協力

を得て、24時間体制での対応を図る。 

高齢者福祉課 
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② 相談体制の充実 ○地域包括支援センターでは、高齢者の暮らしを

地域でサポートするため、保健師、社会福祉士、

主任介護支援専門員の 3 職種を配置し、チーム

アプローチによって専門的に対応します。 

○民生委員・児童委員と連携し、必要なサービス

の情報提供や適切な機関への紹介等の支援をし

ます。 

○包括支援センターにおいても高齢者福祉課においても高齢者の暮

らしを地域でサポート。地域包括推進係には保健師、社会福祉士、

主任介護支援専門員の 3 職種を配置し、チームアプローチによっ

て専門的に対応する。 

○高齢者及びその家族、関係機関等からの相談に対応する。 

○関係会議への参加、講演依頼等の積極的受理、住民や関係機関へ

の様々な説明会を活用して、地域包括支援センターの周知に努め

る。 

○民生児童委員や関係機関等との連携による支援・ネットワークの

構築を図る。 

高齢者福祉課 

 

③ 生きがい活動へ

の支援 

○高齢者の健康といきがいづくりのため、高齢者

やボランティア等が協働して企画・運営してい

るサロンを支援します。 

○高齢者自らが行う社会奉仕活動、友愛活動や健

康づくり活動を総合的に支援します。 

○益田市社会福祉協議会の「ふれあい・いきいきサロン」や、他の

サロン等との交流事業を実施する。 

福祉総務課 

○家に閉じこもりがちなひとり暮らしの高齢者等に対し、生きがい

と潤いのある生活及び心身の自立の確保を図ることを目的とする

委託事業を実施する。 

高齢者福祉課 

 

④ 介護予防事業の

推進 

○高齢者が健康や介護予防に関心を持ち、生活習

慣病や認知症等の予防に取組み、住み慣れた地

域で健やかに生活できるように推進します。 

○地域特性に応じた介護予防基盤整備のため、地

域組織や団体と連携し、地域主体の介護予防を

推進します。 

○要介護認定者の方に対して、生活機能の維持向

上のための目標、プラン、サービス提供を行う

とともに、定期的に評価、見直しを図ります。 

○令和元年度から「介護予防・日常生活支援総合事業」において、「多

様なサービス」については段階的に開始する。 

○健康増進課や社会福祉協議会と連携し、地域のいきいきサロン等

の住民主体の通いの場において「いきいき百歳体操」をツールと

した介護予防プログラムを導入するとともに、その担い手等の養

成を目的とした研修会を実施する。 

○自立支援を目指した介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント

の実施に当たり、ケアマネジャーの自立支援型ケアマネジメント

を支援することを目的とする「地域ケア個別会議」に取組む。 

高齢者福祉課 

⑤ 認知症への理解

と支援体制の整

備 

○認知症高齢者やその家族を温かく見守る環境を

整えるため認知症への理解や、認知症高齢者や

その家族への理解を深める研修会等を開催しま

す。 

○冠婚葬祭や介護疲れなどで介護ができないとき

の介護者支援の充実を図ります。 

○認知症高齢者やその家族からの相談に応じ、適

切な医療・介護サービスが受けられるよう関係

機関の調整を行います。 

○地域の実情に応じて認知症高齢者やその家族を

支えるネットワークづくりを行います。 

○認知症サポーター養成講座を継続的に開催し、認知症に対する正

しい知識と理解の普及に努める。 

 今年度は警察署などへの働きかけも行う。 

○認知症キャラバンメイトや認知症カフェ交流会を開催し、認知症

高齢者やその家族の居場所づくりや認知症に関する普及啓発を行

う。 

○認知症高齢者家族やすらぎ支援サービス、認知症緊急対応訪問サ

ービスを通じて、介護者に対する支援を行う。 

○認知症ケアパスの周知や認知症初期集中支援チームの活動を充実

させることで、適切な医療や介護が受けられる体制を整備する。 

○認知症対応ケア会議を開催し、認知症施策の課題把握と施策の充

実に向けた検討を行う。 

高齢者福祉課 

 

⑥ 高齢者の権利擁

護に関する取組 

○高齢者虐待対応ケア会議を開催し、支援の方向

性を明確にし、より専門的な支援に繋げていき

ます。 

○高齢者の権利擁護について、周知・啓発、個人

の理解を深めるために参加者に応じた研修会を

開催します。 

○成年後見制度の利用促進のために申立て支援

や、低所得者に対する成年後見人等の報酬の助

成を行います。 

○地域福祉の担い手として、高齢者の様々な権利

を地域から支えることが期待される市民後見人

の活動を推進していきます。 

○年 4 回の高齢者虐待対応ケア会議において、事例に対する支援の

在り方を多職種で検討し、被虐待者・養護者双方の支援の充実を

図る。 

○高齢者虐待防止を目的とした市民向けの研修会を開催する。 

○成年後見制度が必要な高齢者やその家族の状況に応じて、市長申

立や親族による申立て支援を行い、制度の利用の普及に努める。 

○市民後見人養成事業の委託先である社会福祉協議会と連携し、専

門職だけでなく市民の目線で成年後見活動が推進されるよう、研

修会等を開催する。 

高齢者福祉課 

 

⑦ 消費者被害等の

未然防止の取組 

○高齢者をはじめ地域住民に対して、消費者問題

等の理解を深め、消費者被害等の未然防止につ

なげるための啓発活動を行います。 

○消費生活センターへの相談に対して、関係機関

と連携し相談者の支援に努めます。 

〇消費者被害の未然防止につなげるため、消費生活に関する講演会

や街頭啓発活動を実施する。 

〇消費者相談を実施し、困難な案件などは県消費者センター石見地

区相談室と連携を行い、相談者の支援に努める。 

人権センター 
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５ 障がいのある人 

 

    具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① バリアフリー社

会の実現 

 

○障がいのある人の基本的人権の尊重を基本と

し、障がいのある人に対するあらゆる「バリア」

を解消し、誰もが安全で安心して暮らせる地域

をめざします。 

○市民一人一人が障がいおよび障がいのある人に

対する理解と認識を深めソーシャルインクルー

ジョンを推進し、共に生きる社会の実現をめざ

します。 

○益田市障がい者自立支援協議会障がい理解促進部会で協議検討

し、障がいの理解啓発を進める。 

○広報、ケーブルテレビ等にて障がいに関する啓発を進める。 

障がい者福祉課 

 

 

〇市営原浜住宅 6号棟 1Ｆ（4戸）において、住戸内の床の段差解消

や手摺設置等の改修を行う。 

建築課 

② 地域生活の支援

体制の充実 

○障がいのある人が自らの選択により、住み慣れ

た地域で適切なサービスを受けられる体制と入

所施設から地域生活への移行が促進される体制

の整備を図ります。 

○個々の障がいに対応したニーズを的確に把握し

適切に対応するため、保健・医療・福祉等関係

機関が連携を図ります。 

○益田市障がい者自立支援協議会を開催し、障がいのある人の生活

を支えるための体制整備等の協議を行う。 

○市、益田市基幹相談支援センター及び市内相談支援事業所（5事業

所）で毎月相談支援会議を開催。細やかなサービス提供ができる

よう情報共有を図る。 

障がい者福祉課 

 

 

 

 

③ 自立と社会参加

の促進 

 

○障がいのある人が、その能力を最大限に発揮し、

より充実した社会生活を営むことができるよう

に、教育、福祉、医療、労働等の各分野の連携

を強化しながら、総合的かつ継続的な支援を推

進します。 

○障がいのある人が、社会のあらゆる活動に参加

し、地域において生きがいを持って生活ができ

るよう、地域における助け合い、支え合いのシ

ステムの構築を推進します。 

○益田市障がい者自立支援協議会就労社会参加支援部会と連携し、

就労事業所説明会を実施する等就労社会参加の推進を図る。 

○障がい者スポーツ大会開催に協力し、大会への参加促進を図る。 

○手話言語条例を制定し、教育、福祉、医療の連携をしながら手話

言語の普及に努める。 

障がい者福祉課 

④ 障がいのある人

の権利擁護の取

組 

○障害者虐待防止法に基づき設置した虐待相談窓

口において、虐待を受けた障がいのある人と擁

護者への支援を行います。 

○障がいのある人への虐待や権利擁護について、

市民に対して意識啓発を図るとともに、理解を

深めるための取組みを行います。 

○虐待相談窓口、24 時間対応相談専用電話を市障がい者福祉課内に

設置し、支援を実施する。 

〇障害のある方への者虐待防止に向けた取組として、パンフレット

配布及び相談窓口の情報提供などの啓発活動を実施する。 

障がい者福祉課 

 

 

６ 外国人 

   

  具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 差別意識解消の

ための教育・啓

発の推進 

○外国人に対する偏見や差別意識を解消するた

め、学校、地域、職場など様々な場面で教育・

啓発を推進します。 

○益田市在日外国人学校教育基本方針を基盤とし

た教育活動を展開し、人権・同和教育の充実を

図ります。 

〇啓発ポスターやチラシ等の設置を行い、啓発に努める。 

〇外国人の人権について研修会を開催する。 

人権センター 

 

 

○授業実践を通した啓発を実施する。 学校教育課 

② 多文化共生社会

づくりの推進 

○日本語がわからずに生活に課題があるまま地域

に居住している外国人の方々を対象に、日常的

な会話や読み書きを習得する機会として日本語

学級を開催し支援を行います。 

○市民を対象として異文化に触れる機会を提供

し、多文化理解のための講座を実施します。 

〇在日外国人を対象にした日本語学級を開催する。 人権センター 

③ 外国にルーツを

もつ児童生徒へ

の支援 

○日本語サポーターを配置して、対象生徒の実態

に応じて、授業の中で日本語の支援を行います。 

○日本語支援員を３名配置し、授業のサポートを行う。 学校教育課 

④ 外国人のための

相談体制の充実 

○在住外国人からの相談に対し適切な支援を行

い、相談体制の充実を図ります。 

○行政書士による「外国人に関する無料法律相談」

を紹介します。 

〇外国人サポーターを配置し、連携して支援を行う。 

〇必要に応じて、「外国人に関する無料法律相談」を紹介する。 

人権センター 
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７ ＨＩＶ感染者・ハンセン病回復者等  

   

    具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 啓発活動及び講

演等の開催 

○人権センター等や学校で開催する講演会及び研

修会において、ＨＩＶ感染者及びハンセン病に

ついて正しい理解が得られるよう啓発活動をし

ます。 

〇パネル展示等の啓発活動を実施する。 人権センター 

 

 

８ 北朝鮮当局による拉致問題等  

 

   具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 啓発・広報の推

進 

○国、県と連携・協力して、情報の共有を図り、

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題

について関心と認識を深める啓発・広報などに

取組ます。 

〇北朝鮮拉致問題に関する取組の支援を行う。 

〇益田ひろみさんをさがす会と連携し、パネル展示を開催する。 

人権センター 

 

 

 

 

② 学校教育の取組 ○児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題等に

対する理解を深めるための取組みを推進しま

す。 

○授業実践により理解を深める。 学校教育課 

  

   

   ９ 犯罪被害者等 

 

 具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 意識啓発の推進 ○社会全体で犯罪被害者等を支援していくという

気運を醸成し、犯罪被害者等の人権について正

しい理解と認識を深める啓発に取組ます。 

〇啓発チラシの配布や情報提供を行い、啓発に努める。 人権センター 

② 関係機関との連

携 

○国、県、警察等と連携を図りながら、被害者に

対する支援を行います。 

〇研修会や会議等を開催し、相談体制の充実を図る。 人権センター 

 

 

１０ インターネットによる人権侵害  

 

 具体的施策 施策の内容 R1事業計画 所管課 

① 意識啓発の推進 ○情報化社会がもたらす影響について、正しい知

識の普及を図るとともに、利用者の責任やモラ

ルに関する啓発を進めます。 

○情報化社会における正しい判断や関わり方につ

いて周知するとともに、情報化社会で安全に生

活できるための危険回避の方法やセキュリティ

の知識・技術、健康への意識の向上に努めます。 

〇啓発チラシの配布や情報提供を行い、啓発に努める。 人権センター 

  

 

  １１ 様々な人権課題 

 

①アイヌの人々   ②刑を終えて出所した人   ③ホームレスに対する差別   ④性的指向を理由とする差別 

⑤性同一性障害を理由とする差別   ⑥人身取引による人権侵害   ⑦東日本大震災に起因する差別 

上記に係る人権課題や新たな人権課題などについても、それぞれの問題状況に応じて、その解決に向けた取組について検討を行います。 


